
保健所（中保健センター）

帰国者・接触者相談センター
夜間・休日TEL：052-241-3612

学内構成員※1から罹患者（未確定の者を含む）が発生した場合における連絡体制

本部：役員間等で情報を共有
（担当理事等）
（本部の部長等）

名古屋大学保健管理室（東山）
平日TEL：052-789-3970

メール：hokekan＠htc.nagoya-u.ac.jp
（夜間・休日も随時対応）

部局：部局内で情報を共有
（研究科長・専攻科長等）

（事務部長等）

・ 自宅・学内・学外を問わず
倦怠感・咳・のどの痛みなど、風邪の症状がある場合

上記の症状がある場合は、
来学はせず、自宅で安静にし、出歩かない

発熱が37.5℃以上で４日間以上続く場合や我慢できない場合等

・来学はせずに、保健管理室に連絡し、指示に従って
行動する（授業中の場合は、担当教員にも連絡する）
※ 夜間・休日など緊急時は「帰国者・接触者相談
センター」に連絡し、その指示に従う

・学生等のご家族へ連絡
・当該学生の指導教員等へ連絡

・職員等のご家族へ連絡
・当該教職員の管理者等へ連絡

名古屋大学
新型コロナウイルス感染症

対策委員会

2020.03.11現在

新型コロナウイルス感染症対策委員会

入院等の措置

凡例
罹患者自身による連絡の流れ

学内外の連絡の流れ

連絡連絡

連絡

連絡

情報共有

情報共有

※1学内構成員：学生（寮生含む）、教職員

ＴＥＬ平日：052-789-2116
夜間休日：080-9483-3300
メール：an-eisei＠adm.nagoya-u.ac.jp
夜間休日corona@adm.nagoya-u.ac.jp

夜間・休日
の連絡

平日の
連絡

施設管理部

自身の体調を確認の上、保健管理室に連絡する

・ 同居する家族が濃厚接触者となった場合



１．罹患者確定・入院までの流れ

感染の疑い

保健管理室から保健所へ連絡

感染の疑い

検査結果

保健所から医療機関へ連絡

医療機関から本人に通知し入院
（本人から保健管理室に連絡）

保健管理室による
聞き取りを実施

医療機関による診察

医療機関の指示に
従い行動

医療機関の指示に
従い行動

保健管理室の指示
に従い行動

保健管理室へ
連絡

体調不良や罹患
疑いがある場合

医療機関の紹介と受診の指示

保健所へ連絡

保健所による
聞き取り実施

感染の疑い

保健所の指示に
従い行動

保健所による
疫学調査

保健管理
室による
情報収集

あり

あり

あり

休日

なし

なし

陰性

なし

平日

この期間は入院
または自宅待機

電話で症状や接触歴など聞き取り

（参考）罹患者の復帰の目安
・症状の改善とＰＣＲ検査で２回陰性
・解熱剤を内服しない状態で、症状が
消失してから４８時間以降で復帰が
可能

・保健管理室と情報共有

※上記によらず、風邪の症状がある場合は、来学自粛を要請

陽性

ＰＣＲ検査



３．教職員に濃厚接触の疑いのある者が発生した場合の行動フロー

体調

濃厚接触の疑いのある者

「1.罹患者画定･入院
までの流れ」による

悪い

良い

２．学生・教職員が保健所から濃厚接触者と特定された場合の行動

・学生・教職員を問わず、保健所から濃厚接触者と特定された者は、保健所の指示に従い
自宅等で待機
・同居する家族が濃厚接触者となった場合は、家族の体調に問題が無ければ、自宅等での
待機は要請しないが、自身の健康チェックは必要なため、保健管理室に連絡する

今後の業務の実施方法等につ
いて、所属の上司と相談

（通常業務への復帰の目安）
・接触した「罹患の疑いのある者」が、保健所で「陰性」と判断された時点
・自身の健康状態が良好であること

※学生については、濃厚接触の疑いがあれば自宅等で
待機

所属の上司に連絡

※罹患者・濃厚接触者の特定には時間がかかることか
ら、保健所による特定までの間は、『名古屋大学と
して定める「濃厚接触の疑いのある者」の目安』を
踏まえ、このフローにより行動

※上司と相談の結果により、自宅又は職場での業務
を行う。なお、職場において業務を行う場合は、
必要に応じ別室又は距離をとるなどの配慮を行っ
た上で作業を指示する

上司は保健管理室と相談



令和２年３月６日 

新型コロナウイルス感染症対策委員会 

 

 

 

名古屋大学として定める「濃厚接触の疑いのある者」の目安 

 

名古屋大学として定める「濃厚接触の疑いのある者」とは、罹患者が発病した２日前以降に

接触した者のうち、次の範囲に該当する者とする 

 

・新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居（共通エリアをシェアする寄宿舎などを含

む）あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者 

（例） 

・マスクを着用することなく、向き合って 30分以上話した。 

・向き合って食事をした。 

・マスクを着用することなく、狭い部屋で長時間一緒に過ごした。（ゼミ、研究室、 

打合せ等を実施など） 

・マスクを着用することなく、向き合って長時間執務した。 

・手で触れるなど接触があった。 

 

※ 現状では、積極的疫学調査で「濃厚接触者」を特定するのは、保健所が行うこととされ

ている 

 

 

（参考） 

◯国立感染症研究所 感染疫学センター（令和 2年 2月 27 日） 

 

「濃厚接触者」の定義について、国立感染症研究所感染疫学センターでは、患者が発病 

した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者と位置付けている 

 

・新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機 

 内等を含む）があった者 

・適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しく 

 は介護した可能性が高い者 

・新型コロナウイルス感染症が疑われる者の軌道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直 

接触れた可能性が高い者 

・その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２ｍ）で、 

必要な感染予防策無しで、「患者」と接触があった者（患者の症状などから患者の感染 

症を総合的に判断する） 


